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人事院勧告等の内容を鑑み、給料を引き上げる。（若年層ほど改定率が大きくなるように傾
斜がかかっているものの、すべての正規職員について影響がある。）
特定任期付職員にかかる給料月額についても改定する。（本市に該当職員なし。）
改定後の給料表は、令和７年４月に遡及して適用する。

行 政 職 医療職(１) 医療職(2) 医療職(３) 技能労務職 教育職(1) 教育職(2)

平 均 引 上 率 ３．３５％ ２．７７％ ３．１７％ ３．５２％ ３．０１% ４．０６% ２．９７%

平 均 引 上 額 １０，８４７円 １５，４３３円 １０，８１５円 １１，２３２円 ９，６０６円 １２，２１０円 １１，１９１円

現行平均月額 ３２３，４６５円 ５５７，２６７円 ３４１，３２７円 ３１８，７０３円 ３１９，０７２円 ３００，７２８円 ３７６，５２６円

改定後平均月額 ３３４，３１２円 ５７２，７００円 ３５２，１４２円 ３２９，９３５円 ３２８，６７８円 ３１２，９３８円 ３８７，７１７円

平 均 年 齢 ４１．４歳 ５２．６歳 ４２．１歳 ４０．１歳 ５８．２歳 ３９．２歳 ４８．３歳

令和７年１２月２２日（月） 予算決算常任委員会 分科会 資料

令和７年度大津市職員の給与改定について

令和７年の人事院勧告等を受け、本市職員（常勤職員及び会計年度任用職員）の給与
改定を実施する。

１ 常勤職員（暫定再任用職員・任期付職員を含む）の改定

（１） 給料表の改定
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大津市 国 滋賀県

給 与 改 定 率 ３．０６% ３．６２% ３．０４％

給 与 改 定 額 １２，０３３円 １５，０１４円 １１，６８９円

内 訳

給 料 １１，０３７円 １０，９７５円 １１，０４９円

諸 手 当 － ２，６４０円 －

は ね か え り ９９６円 １，３９９円 ６４０円

現 行 平 均 給 与 額 ３９３，６４７円 ４１４，４８０円 ３８４，７８１円

改 定 後 平 均 給 与 額 ４０５，６８０円 ４２９，４９４円 ３９６，４７０円

平 均 年 齢 ４１．３歳 ４１．９歳 ４１．４歳

＜行政職給料表適用者での比較＞

（国については、本府省業務調整手当等の改正も実施しているため、諸手当分の改定額が発生）

（２） 給与改定率
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令和７年１２月賞与の期末・勤勉手当について、支給月数を引き上げる。

区 分 現 行 改定後 増 減

期末手当
（一般の職員）

１．２５ １．２７５ ０．０２５

勤勉手当 １．０５ １．０７５ ０．０２５

期末手当
（暫定再任用職員）

０．７ ０．７２５ ０．０２５

勤勉手当 ０．５ ０．５２５ ０．０２５

※期末・勤勉手当の年率 一般職員 ４．６０月分⇒４．６５月分
暫定再任用職員     ２．４０月分⇒２．４５月分

（３） 期末・勤勉手当の改定（令和７年度賞与）
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令和８年６月および１２月賞与の期末・勤勉手当について、支給月数を引き上げる。

区 分 現 行 改定後 増 減

期末手当（６月）

（一般の職員）

１．２５ １．２６２５ ０．０１２５

勤勉手当（６月） １．０５ １．０６２５ ０．０１２５

期末手当（１２月） １．２５ １．２６２５ ０．０１２５

勤勉手当（１２月） １．０５ １．０６２５ ０．０１２５

期末手当（６月）

（暫定再任用職員）

０．７ ０．７１２５ ０．０１２５

勤勉手当（６月） ０．５ ０．５１２５ ０．０１２５

期末手当（１２月） ０．７ ０．７１２５ ０．０１２５

勤勉手当（１２月） ０．５ ０．５１２５ ０．０１２５

（４） 期末・勤勉手当の改定（令和８年度賞与）
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自家用自動車を利用する場合の距離区分14キロメートル以上の額を100円～

8,500円の増額を行う。（令和７年４月１日遡及適用）

距離区分 月額

： ：

14km以上18km未満 10,500円

18km以上22km未満 12,900円

22km以上26km未満 15,300円

： ：

62km以上 32,800円

距離区分 月額

： ：

14km以上18km未満 10,600円

18km以上22km未満 13,100円

22km以上26km未満 15,600円

： ：

62km以上 41,300円

（５） 通勤手当の改定
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① 影響額の合計

※上記金額に共済費は含まない。

会 計 影 響 額 合 計

一 般 会 計 507,217千円

特 別 会 計 16,207千円

国 保 8,299千円

卸 売 市 場 1,593千円

介 護 保 険 5,389千円

学 校 給 食 926千円

企 業 会 計 44,364千円

企 業 局 44,364千円

計 567,788千円

（６） 給与改定に伴う会計別所要額
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② 影響額合計の内訳

会計 給料 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 影響額計

一般
会計

２８５，７６４ ２５，８４２ １，１２3 ２８，１５９ １６６，３２９ ５０７，２１７

国保
事業

５，１９２ ４７５ ６ ７１３ １，９１３ ８，２９９

卸売
市場

８９２ ８１ ４ ４６ ５７０ １，５９３

介護
保険

２，９７９ ２６８ ７ ４１３ １，７２２ ５，３８９

学校
給食

６２８ ５７ １ 0 ２４０ ９２６

企業
会計

２４，９２８ ２，２４４ １０８ ２，０７２ １５，０１２ ４４，３６４

合計 ３２０，３８３ ２８，９６７ １，２４９ ３１，４０３ １８５，７８６ ５６７，７８８

（単位：千円）

（６） 給与改定に伴う会計別所要額
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２ 会計年度任用職員の改定

令和７年の人事院勧告及び滋賀県人事委員会勧告の内容を踏まえ、給料表及び期末
勤勉手当の支給月数について所要の改正を行う。

（１） 給料表の改定

人事院勧告等の内容を踏まえ、本市の給料表において、国の給料表に対応する号給につ
いて同様の改定を行う。

   
（参考）会計年度任用職員の行政職給料表の改定額 ： 月額１１，１００円から１２，３００円
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（２） 期末勤勉手当支給月数の改定

人事院勧告等の内容を踏まえ、各０.０２５月分の引き上げを行う。また、令和８年度以降
は、同様の年間月数を２期に等分して支給する。

区分 現行 改定後 増減

期末手当（令和７年12月） １．２５００月 １．２７５０月 ０．０２５０月

勤勉手当（令和７年12月） １．０５００月 １．０７５０月 ０．０２５０月

期末手当（令和８年６月） １．２５００月 １．２６２５月 ０．０１２５月

勤勉手当（令和８年６月） １．０５００月 １．０６２５月 ０．０１２５月

期末手当（令和８年12月） １．２５００月 １．２６２５月 ０．０１２５月

勤勉手当（令和８年12月） １．０５００月 １．０６２５月 ０．０１２５月
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（３） 影響額

影響額（共済費を除く。）

【具体例】 事務補助 週３５時間勤務（７時間×５日）の１年目給与

（単位：千円）

（単位：円）
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